
• 森林法に基づき、立木の伐採を行う場合に、市町村長へ伐採と造林
の計画（伐採造林届出書）の提出、また、立木の伐採、造林のそれ
ぞれ終了後に、市町村長への状況報告書の提出を義務付けています。

• 市町村では、届出内容が市町村森林整備計画に適合しているか確認
し、必要な場合には、計画変更の指導等を行います。

• 伐採造林届出制度は、地域での森林施業の状況を把握し、適切な方
法で行われるよう誘導する重要なツールです。

• 無届伐採が行われた場合や届け出られた計画と異なる施業が行われ
た場合などでは、伐採中止や計画変更、造林といった命令が出され
る場合があるほか、罰則の対象となる場合もあります。

１

ポイント 市町村森林整備計画について

市町村森林整備計画は、森林法に基づき市町村がたてる計画です。
地域の森林施業のガイドラインとして、標準的な施業方法や造林樹種、区域毎
の施業の制限（ゾーニング）などが定められています。
市町村森林整備計画は、公表されており、施業を行う前に該当の森林にどのよ
うな制限等があるか確認をお願いします。

【根拠法令等の記載方法】
○ 法令等の略称
法：森林法（昭和26年法律第249号）
令：森林法施行令（昭和26年制令第276号）
規：森林法施行規則（昭和26年農林省令54号）
告：森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様

式を定める件（昭和37年７月２日農林省告示第
851号）

長：伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用に
ついて（昭和49年10月31日49林野計第479号林
野庁長官通知）

課：伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用上
の留意事項について（平成24年３月28日23林整
計第354号林野庁森林整備部計画課長通知）

マ：伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する
市町村事務処理マニュアルについて（平成20年
11月４日20林整計再105号林野庁森林整備部計
画課長通知）

○ 条項等の略称
条：§（例：第１条→§1）
項：ローマ数字（例：第１項→Ⅰ）
号：丸数字（例：第１号→①）
（例：第10条の８第１項第２号→§10の8Ⅰ②

通知については、林野庁ホームページ掲載版のペー
ジ及び項目の表記で表します。
（例：10頁の⑶の記載→P10－⑶

法§10の8Ⅰ

法§10の9Ⅰ,長P3-3,マP18-④

法§10の9,法§208Ⅰ①②
長P6-5~7,課P3-第2,マP20-カ・P22-⑦~⑩

規§9Ⅰ

規§14

規§14

法§10の5

森林所有者等
（伐採造林を行う者）

市町村

伐採・造林計画の作成 届出内容の確認

伐採の開始

伐採の終了

造林の開始

造林の終了

届出書の提出
（伐採90～30日前）

適合（確認）通知の発行・必要な場合、指導等

報告内容の確認

伐採報告の提出
（伐採後30日以内）

必要な場合、指導等

報告内容の確認

造林報告の提出
（造林後30日以内）

【制度の主な流れ】

＋ ＋ ＋

・造林状況報告書

・伐採状況報告書

・届出書
（表紙）

・伐採計画・造林計画・添付書類

P.５～１０

P.１１

P.１２

伐採造林届出書・状況報告書作成の手引き（福岡県版）（概要版）



ポイント 伐採と造林を行う者が別の場合の届出者は？

素材生産事業者が立木買いを行い、跡地の造林を森林所有者が行う場合など伐
採と造林を行う者が別の場合には、伐採者と造林者が連名で届け出ることとなりま
す。

① 伐採造林届出制度の対象となる森林

• 伐採造林届出制度の対象となる森林は、森林法第５条に基づき、都
道府県知事がたてる地域森林計画対象の民有林です。

• 伐採を行う森林が地域森林計画対象民有林か、ご不明な場合は、
「ふくおか森林オープンデータ」※でご確認いただくか、森林が所
在する市町村にお問い合わせください。

※インターネットで「ふくおか森林オープンデータ」と検索いただくか、右のコードから。

２

② 伐採造林届出書の提出を行う者

• 森林法上、伐採造林届出書を提出する義務があるのは、森林法第10
条の７に規定される「森林所有者等」で、地域森林計画対象民有林
の立木を伐採しようとする者です。（転用の場合や伐採後の造林を行う者も対象

です。）

• 森林所有者等には、森林所有者のほか、森林所有者から立木を購入
した者、森林所有者から森林の経営委託を受けた者が含まれます。

ポイント 仲介業者や伐採を請け負っている事業者は、届出可能？

伐採造林届出書が提出可能な者は、届出時点で伐採や造林の権原を有する者で
す。森林所有者から単に伐採作業を請け負っている者は、権原がなく該当しません。
（仲介業者は権原の状況が異なりますので、市町村にご確認下さい。）

法§5・10の8Ⅰ

法§10の7Ⅰ・10の８Ⅰ

マP3②

告4注意事項2

③ 伐採造林届出書の提出を行う時期

• 伐採造林届出書の提出は、伐採を行う９０日から３０日前に行う必
要があります。

ポイント 伐採時期が未定でも提出は可能か？

伐採時期が未定の場合は、提出を行うことはできません。
一方で、事業上の都合などから、伐採時期にズレが生じる可能性がある場合には、
予め伐採計画の期間を長めに設定するなどズレを包含する形で提出を行うことが
可能です。

規§9Ⅰ



④ 届出書の提出が不要となる場合

• 伐採造林届出書の提出が不要となる場合があります。

• 計画している伐採が、届出書の提出が不要かわからない場合は、市町村の林
務部局にご相談下さい。

３

法§10の８Ⅰ,規§8Ⅲ・Ⅳ

法§10の８Ⅰ④・ §15

法§10の８Ⅰ,規§8Ⅲ・Ⅳ

法§10の８Ⅰ

【他の手続きが行われている場合】
 保安林で行われる場合（別途、保安林関係手続きが必要）
 林地開発許可を受けた場合（別途、林地開発許可が必要）
 市町村の特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採（間伐）
 森林経営計画において定められている伐採をする場合（事後届出が必要）
 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務がある又は測量、実地調査、施設の
保守の支障となる立木を伐採する場合

【その他届出不要の例】※下記は一例であり、不明な場合は市町村等へご確認下さい。
 災害に際し緊急の用に供する必要がある場合（事後届出が必要）
 除伐をする場合、倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
 こうぞ、みつまた等のかん木を伐採する場合
 電線路の維持のため行う立木の伐採（対象者や対象範囲に限定があります。）
 危険木・支障木の伐採であって、その伐採面積が著しく小さい場合
（対象者や対象範囲に限定があります。） など

森林経営計画は、森林法に基づき森林所有者や森林の経営を受託した者がたて
る森林の伐採や造林等に関する５年間の計画です。
市町村等から計画の認定を受けると、事前の伐採造林届出書の提出が不要（事後
の届出で可）となるほか、森林整備事業の助成対象となるなどメリットがあります。
面積要件等がありますので、単独では作成が難しい場合には、近隣の計画に参画
するといった方法もあります。

ポイント 森林経営計画の作成を検討しましょう！！

ポイント 立木の伐採は１本でも届出書の提出が必要？

森林法の規定には、伐採の数量や規模で届出を免除する規定はなく、原則として
小規模な伐採であっても、上記の適用除外に該当しない場合は、届出が必要です。

ポイント 竹（タケ）の伐採は届出書の提出が必要？

不要です。（伐採造林届出制度の対象は立木の伐採ですが、森林法上、竹（タケ）は
立木に該当しません。）

ポイント 枝払い等は届出書の提出が必要？

一般的な枝払い、芯止め等は、伐採に当たらないため、届出不要です。
※こうした行為は様々な程度のものがありますので、不明な場合は市町村へご確認下さい。



⑤ 伐採造林届出制度の対象フローチャート

４

地域森林計画の
対象民有林か

森林の立木の伐採を行う場合

保安林等（※）に
指定されているか

１ha超(※1)の
土地の形質変更
に該当するか

届出の適用除外に
該当するか（※）

伐採造林届出制度の対象

※保安林及び

保安施設地区

※詳細はP.3参照

届出不要

届出不要

保安林関係
手続が必要

林地開発
許可が必要

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

【注】１ha超等の土地の形質変更
に該当する場合でも、林地開発許
可の適用除外となる場合には、伐
採造林届出書の提出が必要です。

法§10の８Ⅰ

法§10の８Ⅰ

法§10の８Ⅰ②

法§10の８Ⅰ,規§8Ⅲ・Ⅳ

詳細は、最寄りの県農林事務所
林業振興課にご相談下さい。

詳細は、福岡県農林水産部
農山漁村振興課森林保全係
にご相談下さい。

※１ 太陽光発電設備の場合は、0.5ha超
※２ 土石等の採掘、宅地の造成、

土砂捨てその他物件の堆積、
建築物等の新築・増築など

(※2)

0.6ha以上1.0ha未満
（※1）の土地の形質変更
（※2）に該当するか

はい
林地開発

事前協議が必要

詳細は、福岡県農林水産部
農山漁村振興課森林保全係
にご相談下さい。

いいえ

※１ 太陽光発電設備の場合は、
0.3ha以上0.5ha未満

※２ 土石等の採掘、宅地の造成、
土砂捨てその他物件の堆積、
建築物等の新築・増築など

福岡県林地開発行為許可事務取扱要領
第4条２



⑥ 届出書（表紙）

５

伐採及び伐採後の造林の届出書

○年○月○日
○○市町村長 殿

伐採する者
住 所 ○○市○○町○－○－○
届出人氏名 ○○ ○○

造林する者
住 所 ○○市○○町○－○－○
届出人氏名 ○○ ○○

次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第10条の８第１項の規定により届け
出ます。
本伐採は届出者である○○ ○○が所有する立木を伐採するものです。

１ 森林の所在場所

２ 伐採及び伐採後の造林の計画
別添の伐採計画書及び造林計画書のとおり

３ 備考

○○市○○町字○○ 地番1234-1、1234-2

※森林法以外の法令により施業の制限がある場合はその種別を記載して下さい。
※適合（確認）通知書（P.10参照）の発行希望の有無を記載します。

・伐採者と造林者が異なる場
合には連名で作成して下さい。
・同一の場合は、１名の記載
で構いません
・共有林等で届出者が多数に
なる場合には、別紙等で添付
して下さい。

伐採する立木の所有者を記載して下さい。

複数の地番にまたがる場合は、全ての地番
を記載して下さい。（欄に記入しきれない
場合は別紙等で添付して下さい。）

ポイント 届出書の提出方法

伐採造林届出書は、市町村窓口への持参のほか、郵送、メールや森林クラウド等の電子シス
テムでの受付を行っています。
自治体毎に取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、各市町村にお問い合わせ下さい。

押印不要

告4,マP39‐3・P43-4

マP82‐問7

押印不要

伐採する森林のある
市町村毎に提出します。

伐採を行う一団の森林毎に提出します。（取扱いに迷う場合は市
町村に予めご相談下さい。）

ポイント 届出書の内容を変更する場合の取扱い

一度届け出た伐採造林届出書の内容を変更する必要が生じた場合には、市町村へご相談下さ
い。伐採期間の変更等の軽微な変更については、届出書を補正することで対応可能です。（改
めて、90日～30日前に提出する必要はありません。一方、伐採方法の変更等については、改め
て90日～30日前に変更した計画の提出が必要となります。）



伐採計画書

伐採する者
住 所 ○○市○○町○－○－○
氏 名 ○○ ○○

１ 伐採の計画

２ 備考

伐採面積 ha（うち人工林 ha、天然林 ha）

伐採方法 主伐（皆伐・択伐）・間伐 伐採率 ％

作業委託先 作業を外部委託する場合は、委託先を記載して下さい。

伐採樹種
すぎ、ひのき、まつ（あかまつ、くろまつ）、からまつ、えぞまつ、とどま
つ、その他針葉樹、ぶな、くぬぎ、その他広葉樹に区分して記載して下さい。

伐 採 齢
都道府県が保有する森林簿等を参考に伐採する立木の林齢を記載して下さい。
（複数の伐採齢がある場合には、もっとも多いものを記載し、最大と最小を
○～○として記載下さい。）

伐採の期間 ○○年○月○日～○○年○月○日
※１年を超える場合には年次毎に記載します。

集材方法 集材路・架線・その他（ ）

集材路の場合
予定幅員・延長

幅員 ｍ・延長 ｍ

主伐とは、更新を伴う伐採であり、区域の全ての立木を伐採する皆伐と、単
木・帯状、群状に一部を伐採する択伐に分かれます。
間伐とは、隣接する立木の葉が接触（うっ閉）し、競争が生じ始めた林分にお

いて、伐採後、概ね５年以内に再びうっ閉するよう、一部（材積率35％以内）の
立木を伐採することをいいます。
いずれの伐採の種類も具体的には、市町村森林整備計画で定められています。

⑦ 伐採計画書

６

・小数点第２位（第３位を四捨五入）まで記載
・市町村森林整備計画に定める面積（20ha等）を
超えている場合には適切な保護樹帯の設置が必要
・転用の場合、林地開発許可または事前協議が必要
な行為、面積でないか確認

内訳を記載

ポイント 伐採の種類（主伐（皆伐・択伐）・間伐）

幅員３ｍを超え、かつ幅員×延長が10,000㎡(1ha)を超える場合には、林地開発
許可が必要となります。

告4,マP39‐3・P43-4

マP19‐(注)

【伐採率について】
皆伐（転用の場合を含む）：100％
択伐（人工造林の場合）：４０％が上限
択伐（天然更新の場合）：３０％が上限
間伐：３５％が上限

※市町村によっては異なる率が設定されている
場合がありますので、詳しくは市町村森林整備
計画をご確認下さい。

ポイント参照



⑧ 造林計画書

７

造林計画書

造林する者
住 所 ○○市○○町○－○－○
氏 名 ○○ ○○

１ 造林の計画
⑴ 造林の方法別の造林面積等の計画

⑵ 造林の方法別の造林の計画

⑶ 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途

２ 備考

伐採計画の伐採方法が「間伐」
の場合は、造林計画の作成は
不要です。

小数第２位まで記載します。
伐採計画の主伐面積に一致するよう計画します。

造林面積（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） ha

人工造林による面積（Ａ＋Ｂ） ha

植栽による面積（Ａ） ha

人工播種による面積（Ｂ） ha

天然更新による面積（Ｃ＋Ｄ） ha

ぼう芽更新による面積（Ｃ） ha

天然更新補助作業の有無 地表処置・刈出し・植込み・その他（ ）・なし

天然下種更新による面積（Ｄ） ha

天然更新補助作業の有無 地表処置・刈出し・植込み・その他（ ）・なし

※伐採後５年以内に森林以外に転用する場合にはその用途及び時期を記載して下さい
（５年後以降に転用を計画している場合には、造林の計画が必要となります。）。

造林の
期間

造林
樹種

樹種別の
造林面積

樹種別の
植栽本数

作 業
委託先

鳥獣害
対 策

人工造林
（植栽・人工播種）

天然更新
（ぼう芽更新・
天然下種更新）

５年後において
適確な更新が
なされない場合

転用の場合は記載不要です。

天然更新及び転用の場合に、記載が必要です。

次頁のポイントを参照して記載して下さい。

告4,マP39‐3・P43-4



ポイント

伐採と伐採後の造林を円滑に進めるためには、伐採計画と造林計画が適切に連携している
ことが重要です。伐採と造林の作業を連携させる一貫作業システムなどにより、一連の作業
のコスト低減も期待できます。
こうした連携が確保できず、一連の作業全体でコスト増になるなどトラブルに発展する例

が散見されます。
このため、特に伐採者と造林者が異なる場合には、伐採開始前に伐採者と造林者が一連の
作業について十分に話し合い、認識を共有しておくことが重要です。

伐採計画と造林計画を連携させましょう！！

８

ポイント 樹種別の植栽本数の記載内容

人工造林：市町村森林整備計画に定める樹種別の植栽本数×造林面積
天然更新：記載不要
５年後において適確な更新がなされない場合：
  市町村森林整備計画に定める樹種別の期待成立本数×30％×造林面積

ポイント 人工造林が求められる区域

市町村森林整備計画では、次の区域については、主伐後、人工造林で計画することが求め
られます。予め伐採予定区域が次の区域となっていないか、確認して下さい。
➢ 植栽によらなければ適確な更新が困難な区域
➢ 木材生産機能維持増進森林のうち特に効率的な施業が可能な区域であって植栽による更

新を行うこととされている森林

長P4‐⑺,マP19‐エ

マP19‐エ-（ウ）・（オ）・（カ）

マP39‐3・P43-4

ポイント 造林樹種

市町村森林整備計画における人工造林又は天然更新の対象樹種を選定する必要があります。
外国樹種など市町村森林整備計画に定められた樹種以外を造林しようとする場合には、林

業普及指導員又は市町村の林務担当部局と相談し適切な樹種であるか確認することが必要で
す。

ポイント

市町村森林整備計画では、ニホンジカ等の鳥獣による森林被害の状況を踏まえて、鳥獣害
を防止するための措置を実施すべき区域及びその方法が定められています。
鳥獣害防止森林区域において、主伐を行う場合には、市町村森林整備計画を参照し、鳥獣

害を防止するための措置（防護柵の設置、幼齢木保護具の設置等）を計画する必要がありま
す。

鳥獣害の防止

マP39‐3・P43-4

マP39‐3・P43-4

ポイント 造林の期間の記載内容

伐採が終了した日を含む年度の翌年度初日から起算して、それぞれ次の期間とする必要が
あります。
人工造林：２年以内（皆伐）、５年以内（択伐）
天然更新：５年以内
５年後において適確な更新がなされない場合：５年を経過した日から２年以内

伐採期間

人工造林（皆伐）の
期間

人工造林（択伐）・天然更新期間

A年度末→ A＋２年後の年度末

２年間

５年間

A＋５年後の年度末

適確な更新が
されない場合

A＋７年後の年度末

２年間

造
林
期
間



⑨ 添付書類

添付書類 具体的な内容

森林の位置図・区域図
届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面
（縮尺は任意です）

届出者の確認書類
個人：氏名・住所がわかる書類（運転免許証など）の写し
法人：法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載

された書類

他法令の許認可関係書類
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が
必要な場合に、その申請状況がわかる書類
（許認可後の場合は許可書の写しなど）

土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写し
など届出者に土地所有権または造林権原があることが
わかる書類

伐採の権原関係書類 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を
有することがわかる書類

隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる
書類

市町村長が必要と認める書類
伐採および集材に関するチェックリスト、地元関係者との
協議書など市町村が実情に応じて条例などに定める書類
（各市町村にお問合せ下さい）

以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
①単木的な伐採など境界に隣接しない場合
②境界杭などにより境界が明らかな場合
③誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

該当する場合のみ

届出者が土地所有者でない場合

伐採造林届には、次の書類を添付する必要があります。

９



（例）

⑩ 適合（確認）通知書

長P４-⑵⑶・P12別紙様式第１号～第３号,

マP32-2

伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書

○年○月○日
○○ 〇〇 殿

○○市町村長

年 月 日に提出のあった伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された下記の
伐採及び伐採後の造林の計画は、市町村森林整備計画に適合すると認められるので、
通知する。

記

提出された伐採及び伐採後の造林の届出の概要

森林の所在場所：○○市（町村）大字○○字○○地番

伐 採 面 積： ５．００ha 

伐 採 方 法：主伐（皆伐・択伐）・間伐 伐採率（％）

伐 採 の 期 間 ：令和○年○月○日～令和○年○月○日

伐 採 樹 種 ：すぎ

伐 採 齢 ：６０

集 材 方 法 ：集材路、架線、その他（ ）

造 林 の 方 法 ：人工造林（植栽・人工播種）

天然更新（ぼう芽更新・天然下種更新）

樹種：すぎ、本数：15,000本

    造 林 の 面 積 ：５．００ha

造 林 の 期 間 ：令和○年○月○日～令和○年○月○日

鳥 獣 害 対 策 ：なし

（例）

10

届出者から市町村に申請（※）すると、提出した伐採造林届出書が市
町村森林整備計画に適合していることを証する通知書の発行を受ける
ことができます。（森林からの転用の場合は、伐採造林届出書が提出
されていることを確認する通知書）
適合（確認）通知書は、木材の合法性や地域材の証明等として利用

されることがあります。
※申請方法は、伐採造林届（表紙）の備考欄への記載（P.5参照）のほか、市町村によっては、申請書
の様式を定めている場合があります。



伐採に係る森林の状況報告書
○年○月○日

○○市町村長 殿
住 所 ○○市○○町○－○－○
報告者 ○○ ○○

令和〇年〇月〇日に提出した伐採及び伐採後の造林の届出書に係る森林につき次
のとおり伐採を実施したので、森林法第10条の８第２項の規定により報告します。

１ 森林の所在場所

２ 伐採の実施状況

３ 備考

伐 採 面 積 2.00ha（うち人工林 2.00ha、天然林 ha）

伐 採 方 法 皆伐 ・ 択伐 伐採率 100％

森林所有者（造林する者）
の伐採跡地の確認の有無

有 ・ 無

作 業 委 託 先 伐採作業を委託した場合は、名称を記載して下さい。

伐 採 樹 種
すぎ、ひのき、まつ（あかまつ、くろまつ）、からまつ、えぞまつ、
とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ、その他の広葉樹

に区分して記載して下さい。

伐 採 齢 複数の林齢の場合は、最も多いものを記載し、
最大・最小を（〇～〇）として記載下さい。

伐 採 の 期 間 令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日

集 材 方 法 集材路・架線・その他（ ）

集材路の幅員・延長 幅員 ３ｍ ・ 延長500ｍ

11

⑪ 伐採後の状況報告書

届出者は、伐採造林届出書に基づく伐採（主伐に限る）が終了して
から30日以内に、市町村長に伐採に係る森林の状況報告書を提出する
必要があります。

○○市○○町字○○ 地番1234-1、1234-2

※転用の場合はその用途及び時期を記載して下さい。
※相続・売買等により届出書と異なる者が提出する場合、その事情を記載して下さい。
また、書類にて所有者等を確認させていただきます。

伐採者が作成して下さい。

複数の地番にまたがる場合は、全ての地番を記載して下さい。
（欄に記入しきれない場合は別紙等で添付して下さい。）

押印不要

【記載例】

面積は、小数点第２位まで記載して下さい。

法§10の8Ⅱ,規§14の2,告６の２,

長P5-⑴,マP28‐⑷⑸・P66①~③

伐採した森林のある
市町村毎に提出します。

※報告書には、市町村から指導されている書類（伐採後の写真等）を添付して下さい。



伐採後の造林に係る森林の状況報告書
○年○月○日

○○市町村長 殿
住 所 ○○市○○町○－○－○
報告者 ○○ ○○

令和〇年〇月〇日に提出した伐採及び伐採後の造林の届出書に係る森林につき次
のとおり伐採後の造林を実施したので、森林法第10条の８第２項の規定により報告し
ます。

１ 森林の所在場所

２ 伐採の実施状況

３ 備考

造林の
方法

造林の
期間

造林
樹種

樹種別の
造林面積

樹種別の
造林本数

作業
委託先

鳥獣害
対策

人工造林 植栽

令和〇年〇
月〇日～令
和〇年〇月
〇日

すぎ 2.00㏊ 5,000本 〇〇林業
保護柵の
設置

天然更新 － － － － － － －

⑫ 造林後の状況報告書

届出者は、伐採造林届出書に基づく造林が終了してから30日以内に、
市町村長に伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出する必要があ
ります。

○○市○○町字○○ 地番1234-1、1234-2

※相続等により届出書と異なる者が提出する場合、その事情を記載して下さい。

また、書類にて所有者等を確認させていただきます。

造林者が作成して下さい。

複数の地番にまたがる場合は、全ての地番を記載して下さい。
（欄に記入しきれない場合は、別紙等で添付して下さい。）

押印不要

【記載例】

法§10の8Ⅱ,規§14の2,告６の２,

長P5-⑴,マP28‐⑷⑸・P69④⑤

造林した森林のある
市町村毎に提出します。

【記載要領】
造林の方法：人工造林は植栽又は人工下種、天然更新はぼう芽更新又は天然下種を記載して

下さい。
造林樹種：すぎ、ひのき、まつ（あかまつ、くろまつ）、からまつ、えぞまつ、とどまつ、

その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ、その他の広葉樹に区分して記載して下さい。
造林面積：小数点第２位（第３位を四捨五入）まで記載して下さい。
造林本数：植栽等を行った本数を記載して下さい。
作業委託先：作業の委託を行った場合は、委託先を記載して下さい。
鳥獣害対策：保護柵の設置、幼齢木保護具の設置など実施した鳥獣害対策を記載して下さい。

下記の記載要領に沿って記載して下さい。

※報告書には、市町村から指導されている書類（造林後の写真、更新状況のチェックリ
スト等）を添付して下さい。

12 伐採造林届出制度の手引き（福岡県版）（概要版） 令和６年2月福岡県農林水産部農山漁村振興課作成
（令和６年１月林野庁計画課森林計画指導班作成の手引きを基に作成）
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